
LNGターミナル

錨泊自粛海域

錨泊自粛海域
Ａ ホ ４０－３２－５８

ト１４１－３２－３６

Ｂ ホ ４０－３２－３５

ト１４１－３０－５２

Ｃ ホ ４０－３３－１９

ト１４１－３１－１５

Ｄ ホ ４０－３３－３２

ト１４１－３１－４２

E ホ ４０－３３－３２

ト１４１－３２－０５

上記のA-B-C、D-Eとを結んだ
線及び八太郎北防波堤、中央第
一防波堤に囲まれた海域

理由
自粛海域の選定にあたっては

走錨した場合桟橋と接触する恐
れのある外航桟橋の前面海域と
し、桟橋のライン上より北方向
で防波堤に囲まれる海域を設置。
避難勧告発令かつ、北東より

の強風時に自粛海域とする。
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八太郎北防波堤

中央第一防波堤

ENEOSエヌエルジーターミナル前面海域と八太郎北防
波堤、中央第一防波堤に囲まれた海域においては、低
気圧、台風等による強風が予測される場合に錨泊自粛
海域となります。


